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資料８

「法務部門実態調査」沿革

昭和38年（1963年）の先行的調査を踏まえ、
昭和40年（1965年）の本格的な調査開始か
ら５年おきに実施。

我が国企業の法務部門の組織的実態と、直
面する業務課題を多角的な視点から解明。

この調査を機縁として企業法務に携わる関
係者の間での議論を活性化し、社会的期待
や注目に応える基本情報を提供。

企業法務の現場での活動の充実拡大やその
発展を啓発する契機となるなど、その在り方
を導いてきた。

経営法友会法務部門実態調査検
討委員会 （監修）小島武司 ・ 米田
憲市 『別冊NBL No.160 会社法務
部【第11次】実態調査の分析報告』
商事法務（2018）
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第11次調査の特徴と目標
前回調査の設問をベースに、法務部門や担当者と経営層と
の関係の展開、法務部門内外の人材管理やネットワーク、
法務部門としてのグローバルな展開への対応に目配せ。

より個々の法務部門や担当者の日々の具体的な状況や取
組みを強く意識した設問を用意。

法務部門として目指すべき、基本的目標は、「身近な法務」と
して現場から頼りにされること、「ものを言う法務」として経営
から一目置かれる存在たること。

その上で、前回第10次調査（2010年）で企業法務が目指す
将来像として設定した「経営の羅針盤となる法務」から、より
アクティブな「羅針盤を超える」役割や姿勢を浮き彫りにする。
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調査項目

法務部門の構成と法務担当者の位置づけ

法務部門の役割

法務組織の運営

弁護士

法律事務の分担状況

法務部門の将来

以下、法曹養成との関わりでの注目事項を中心に取り上げる。
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法務部門の設置状況
法務部門の設置状況は、前回調査（2010年）とおおよそ変
化なし。

【P.3】
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法務担当者数の動向
法務担当者総数は、一貫して増加傾向。
今回 総員7，749名 平均8.8名
前回 総員7，193名 平均7.7名

すべての業種で増加傾向。

規模の大きな企業、部レベルの人員の増強が著しい。

【Ｐ．21】
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【pp.22-23】



法務担当者の採用動向
法務経験のある法務担当者の中途採用の増加。即戦力指
向。専門性の確立による法務人材マーケットが成立。

法務部門に属する弁護士の加速度的な増加傾向。

法科大学院修了生の採用も、規模の大きな企業を中心に明
確な拡大傾向。

在籍企業数 211社（回答企業中24.0%） 合計 350名

＊企業内弁護士の実数は日本組織内弁護
士協会（JIRA）が悉皆調査を行っている。

【P.30】
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法務担当者の採用（配属）方針
即戦力、教育コストが小さいことが望まれている。

中途採用や他部門からの異動が中心。（p.108）
企業規模や法務部門規模の大きな企業では、「中途採用」
「新卒」に加え、3割以上の企業で「法科大学院修了者」や
「弁護士」が採用・配属の方針の対象となる。（p.108）

資本金500億円以上：法科大学院修了者
資本金1000億円以上：法科大学院修了者・弁護士
11名以上30名以下大規模法務部門：法科大学院修了者
31名以上メガクラス法務部門：法科大学院修了者・弁護士

法科大学院修了者が属している企業でのその処遇は、「同
年代の大学院修了者」と同等が、ほぼ半数となっている。
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採用時に重視する能力

法務担当者全体として「コミュニケーション能力」、「課題発見
力・解決力」が求められており、中途採用者、法科大学院修
了者や弁護士には、「法律知識」への期待が示されている。

【Ｐ.113】
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企業内弁護士の在籍状況
企業内弁護士（法務部門以外を含む）の在籍状況も、加速
度的に増加傾向にある。

【P.147】
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企業内弁護士の採用の経緯

企業による募集への、弁護士有資格者の応募の積極化が
見られる。

【P.151】
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企業の弁護士を採用する意欲

未経験者より、経験者に積極的。

全体として、「是非採用したい」が9.1％（960社中87社）、「で
きれば採用したい」が16.5％（同158社）、「応募があれば検
討する」が40.4％（同388社）となっており、採用可能性があ
るという回答が７割を超える。

【P.152】
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弁護士の採用意欲の変化

弁護士の採用に積極的な姿勢を明確にする企業が増加。

規模が大きな企業およびすでに採用経験のある企業ほど、
弁護士の採用に積極的（p.154-156）。

【P.154】
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弁護士を採用するメリット

即戦力、少ないコストで戦力化できること、社外弁護士のコ
スト削減、訴訟対応や経営陣からの信頼などがメリットとされ
ている。

【P.158 表から抜粋】
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弁護士を採用する際の懸念

30％以上の企業が、下記を弁護士を採用する際の懸念とし
て選択（p.160）。

給与等処遇

企業文化や企業風土に対する理解

組織人としての意識

ビジネスセンス

転職のリスク

法務部門以外への配属の難しさ
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第11次法務部門実態調査のまとめ
（法曹養成との関わりで）

第11次法務部門実態調査の結果から、次のことがわかる。
法務部門の組織化という点では一段落したが、大企業を中心に人員の増強
は継続している。法務部門は、中途採用、弁護士、法科大学院修了者を含
めより高度な人材を求め、吸収してきた。

企業は全体として、弁護士資格を持つもののみならず、法科大学院修了者を
含めて、高度な法的能力を持つ人材の採用に積極的な姿勢を強めている。

企業内弁護士を採用した企業は、即戦力、少コストでの戦力化、社外弁護士
のコスト削減、訴訟対応や経営陣からの信頼などがメリットがあると感じてい
る。

企業は、企業内弁護士に対して、企業文化や企業風土への理解、組織人と
しての意識、ビジネスセンスについての懸念を持っており、法実務教育にお
ける今後の課題と考えられる。

第11次法務部門実態調査には、上記のほか、法曹養成過
程の視点から注目すべき項目が多数含まれている。
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